
 
令和 4 年 9 月 19 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿児島国道事務所 

 

 

 

台風１４号による国道１０号曽於市通行止め区間の 

解除について 

令和４年９月１９日 １１時４０分 
 

令和４年９月１９日午前１時より、台風による倒木の撤去作業によ

り全面通行止めを実施していました国道１０号曽於市において、走行

の安全が確認されたため、本日１２時００分をもって通行止めを解除

します。 

また、道路のご利用にあたっては、最新の気象情報や交通情報を確

認していただくとともに、車両走行には十分気をつけてください。 
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（約 6.3ｋｍ） 

 

 
  
  
     

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 
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